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（一社） 日本ガス協会
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ガス工作物の資産区分に関する周知及び
経年埋設内管対策の取り組み
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○消費者行政ニュース（通商産業省第37号 Ｈ８．３月）
「敷地内埋設ガス管の腐食について」のなかで、資産区分について言及

○都市ガス安全広報事業（Ｈ10～）
ガス管の資産区分について、ホームページ・パンフレット・ラジオ広告などでＰＲ

○ＪＧＡ個別周知パンフレットへの後援
○平成１５年より経年埋設内管対策費補助制度を創設
○関係省庁・関連団体に対する注意喚起、ＰＲ等の実施

国の取り組み（注意喚起等）

経済産業省の専用ホームページ「ガスの安全見直し隊」
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個人宅個人宅保安上重要な建物保安上重要な建物

都市ガス安全広報事業

ガス事業者が印刷して周知活動の際に需要家に配布

ラジオによる広報（ニッポン放送系列全国３２局ネット（平成23年10月））

＜「敷地内ガス管」編＞
見直し隊：ガスの安全見直し隊！
見直し隊Ａ：突然ですが、お家の敷地内のガス管は、そこに住んでいる皆さんのモノなんですよ。
おばあさん：はて、聞いたことがあるような・・・
見直し隊Ｂ：中でも地中の古いタイプのガス管の交換期間は約20年。
取り換えの際は、ガス会社にご相談を！
見直し隊：経済産業省からのお知らせです。

平成24年度 32,499部
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国の取り組み（消費者の意識調査）
・広報事業の一環として、一般需要家の意識調査を実施。

需要家1,000件に対してアンケート調査（内管
が需要家資産であることを認識している割合

28.4%）（平成２４年度調査）

出所：平成24年度 都市ガス安全情報広報事業に関する事業報告書
平成25年３月 株式会社 朝日広告社（平成24年度経済産業省委託事業）

ガスメーターやガス管の所有区分について、あなた
がご存知のことを全てお答えください。（いくつでも）

１．ガスメーターはガス会社の所有物である
２．ガス管のうち、所有者の敷地内や建物内にあるものは使用者の

所有物である※
３．ガス管のうち、道路にあるものはガス会社の所有物である
４．この中に知っていることはひとつもない

※平成22年度以前は、「ガス管のうち、所有者の敷地内や建物内に組み込まれたものは～」として聴取
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・業界全体として、特に埋設部に白ガス管等が使用されている建物の所有者に対して、個別に訪問し、
改善折衝員による周知を実施。
・業界団体を通じたセミナーでの周知や、定期保安点検、開栓時の周知を実施。

ガス業界（日本ガス協会）の取り組み（保安上重要な建物）

個別周知（経年管が使用されている建物の所有者）

○一般周知パンフレットにガス管の資産区分を掲載（Ｈ７～）
（開栓時や定期保安点検時に配布）

○マンション管理セミナー等で資産区分のＰＲ（Ｈ１１～）

○その他各種業界団体に対し、経年管改善の必要性と併
せ、資産区分についてＰＲ

○平成１５年より経年埋設内管対策費補助制度が創設。
○経年管の改善折衝のタイミングで、個別に所有者を訪問し、
ガス管の資産区分について説明。

○平成１１年からは、ＪＧＡにて個別周知チラシを作成しガス管
の資産区分について説明。（平成１３年より国が後援）

○経年管対策の完了に向けて、ご協力いただけないお客さま
に対しては、複数回訪問し、資産区分を含め、説明。

一般周知・業界団体を通じた周知

個別周知パンフレット
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・開栓時や定期保安点検時に配布するパンフレットに、「敷地内のガス管はお客さまの所有物である」こ
とを記載し、周知を図ってきた。
・事業者ごとに様々な機会での創意工夫により資産区分の周知を実施している。

自
主
（例
）

ガス業界（日本ガス協会）の取り組み（個人宅への周知）

業界の統一した取り組み

○一般周知パンフレットにガス管の資産区分を掲載（Ｈ７～）

＜配布タイミング＞
○開栓時及び消費機器に関する周知時 など

事業者ごとの取り組み

一般周知パンフレットの記載例

○ガス展やショールームでの保安ＰＲで資産区分を説明
○ＷＥＢサイトにガス管の資産区分について掲載

○本支管入替時、沿道のお客さまに同調改善提案とともに
資産区分を説明 など

○経年埋設内管に対する各種安全周知活動するとともに
改善の同意を得られなかった各種業務機会を捉え、定期
的な周知・啓発を実施。

一般周知は少なくとも３年度に１回（一部の需要家は毎年度１回）の頻度
で実施されるため、３年スパンでは全需要家（約2,900万件）に渡される。
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「ガスと暮らしの安心」運動を通じた周知・啓発（ポスター掲示）

平成24年度 ガス協会標準版：8,480枚、事業者作成版：620枚
平成23年度 ガス協会標準版：9,164枚、事業者作成版：320枚
平成22年度 ガス協会標準版：8,332枚、事業者独自版：242枚

○日本ガス協会は、「ガスと暮らしの安心」運動をはじめ、ガス
展、定期保安点検等の各種業務機会を通じて、ガスの取扱い
や換気の必要性等に関する基本情報の継続発信のため以下
のようなポスター等を製作し、ガス事業者へ提供している。

「ガスと暮らしの安心」運動を通じた周知・啓発（ホームページ）

○日本ガス協会及びガス事業者から需要家に対し、業務機会
やホームページへの掲載等を通じて古くなったガス管の取替え
の促進に関する広報を実施。
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「ガスと暮らしの安心」運動を通じた周知・啓発（ポスター・チラシ）

○日本コミュニティーガス協会及び簡易ガス
事業者では、消費者事故ゼロを目指し、より
充実した消費者保安の向上を目的とし、消費
者にガス機器の正しい使い方の周知や換気
の注意等を実施している 「ガスと暮らしの安

心」運動並びに国の安全広報事業をはじめと
したお客さまの接点機会を活用した周知啓発
（継続）を行っている。

個別周知（経年管が使用されている建物の所有者）

○日本コミュニティーガス協会及びガス事業者から需
要家に対し、ガス管の資産区分に関する周知広報を
ホームページ並びに個別周知チラシ（お客さま宅訪問
時に手渡し）を活用して行っている。

ガス業界（日本コミュニティーガス協会）の取り組み（個人宅への周知）
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業界の統一した取組み

○一般周知パンフレットに「ガス管の資産区
分について」を記載し周知を行っている。
〈周知内容〉
・資産区分（どこからお客さま資産か）
・埋設白ガス管の早期お取替え など

〈配布時期〉
・開栓時 など

一般周知パンフレットの記載例

事業者ごとの取組み

○ガス展等での資産区分について説明
○ホームページでの周知活動
○本支管・供給管入替時にお客さま資産の
灯外内管の同時入替のお勧め



P9

出所：経済産業省パンフレット

白ガス管
73%

アスファルト

ジュート巻鋼管
13%

その他の管
13%

不明
1%

内管の経年劣化（腐食）による事故件数

（過去１０年 管種別）

内管における経年劣化（腐食）による事故
は、過去10年間で108件（うち人身事故13
件）発生している。このうち73%(79件)が白
ガス管による事故となっており、需要家
（管の所有者）に御理解を頂き、経年管を
ポリエチレン管等の新しい管に取り換える
ことが課題となっている。

過去10年間事故件数計 108件

（件）

出所：経済産業省調べ

経年管によるリスクについて

土の中に埋められた亜鉛メッキ導管
（白ガス管）の例

腐食・地震に強く、災害
対策にも有効
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経年内管補助金対象範囲と補助率の変遷 協働による経年内管対策の推進イメージ

経年埋設内管の対策状況

※（参考）経年埋設内管対策について
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出所：ガス安全室調べ

※一般ガス事業者・簡易ガス事業者
における、腐食劣化対策管残存数
及び保安上重要な建物に関する灯
外内管の経年管対策実施計画

※保安上重要な建物のうち平成25
～27年のデータは事業者からの計
画見込み数


